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頁 編･章･節 反映前 反映後 

55 2-2-1 第２章 災害応急対策 

 第１節 災害発生直前対策 

  １ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報等 

(１) 特別警報・警報・注意報等 

種    類 発   表   基   準 

一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
も

の 

特別警報 大雨特別警報 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨

が予想されたときに発表される。 

命を守る最善の行動が求められる警戒レベル５に相当 

暴風特別警報 （略） 

暴風雪特別警報 （略） 

大雪特別警報 （略） 

地面現象特別警報(※1) （略） 

浸水特別警報(※1) （略） 

 気象警報 暴風警報 平均風速が18m/s以上で、（追加）重大な災害が発生す

るおそれがあると予想されたときに発表される。 

 暴風雪警報 （略） 

一 

般 

の 

利 

用 

に 

適 

合 

す 

る 

も 

の 

大雨警報 （略） 

（略） 

（略） 

洪水警報 （略） 

  大雪警報  （略） 

地面現象警報(※2) （略） 

浸水警報(※2) （略） 

記録的短時間大雨情報 （略） 

水防活動の利用

に適合するもの 

水防活動用大雨

警報(※3) 

（略） 

水防活動用洪水

警報(※3) 

（略） 

 

気 象 注 意

報 

風雪注意報 平均風速が13m/s以上で、雪を伴い、災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。 

強風注意報 （略） 

大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

次の基準に到達することが予想される場合。 

表面雨量指数基準 8 

土壌雨量指数基準 69 

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認

するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベ

ル２である。 

第２章 災害応急対策 

 第１節 災害発生直前対策 

  １ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報等 

(１) 特別警報・警報・注意報等 

種    類 発   表   基   準 

一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
も

の 

特別警報 大雨特別警報 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨

が予想されたときに発表される。 

（削除） 

暴風特別警報 （略） 

暴風雪特別警報 （略） 

大雪特別警報 （略） 

地面現象特別警報(※1) （略） 

浸水特別警報(※1) （略） 

 気象警報 暴風警報 平均風速が18m/s以上で、暴風による重大な災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表される。 

 暴風雪警報 （略） 

一 

般 

の 

利 

用 

に 

適 

合 

す 

る 

も 

の 

大雨警報 （略） 

（略） 

（略） 

洪水警報 （略） 

  大雪警報  （略） 

地面現象警報(※2) （略） 

浸水警報(※2) （略） 

記録的短時間大雨情報 （略） 

水防活動の利用

に適合するもの 

水防活動用大雨

警報(※3) 

（略） 

水防活動用洪水

警報(※3) 

（略） 

 

気 象 注 意

報 

風雪注意報 平均風速が13m/s以上で、雪を伴う強風により、雪を伴

い、災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

強風注意報 （略） 

大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

次の基準に到達することが予想される場合。 

表面雨量指数基準 8 

土壌雨量指数基準 69 

（削除） 
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(注) ア  （略） 

イ ※１… 地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土

砂災害）」として発表される。また、浸水警報の警報事項を含めて行

われる気象特別警報は、「大雨特別警報（浸水害）」として発表され

る。 

※２… （略） 

※3… （略） 

 ウ （略） 

 

洪水注意報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災

害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

次の基準に到達することが予想される場合。 

流域雨量指数基準 碓氷川流域：22 柳瀬川流域：8.6         

増田川流域：11.1 九十九川流域：17.4 秋間川流域：

7.5  後閑川流域：7.6避難に備えハザードマップ等により

災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が

必要とされる警戒レベル２である。 

大雪注意報 （略） 

低温注意報 （略） 

濃霧注意報 （略） 

雷注意報 （略） 

乾燥注意報 （略） 

 なだれ注意報 （略） 

着氷(雪)注意報 （略） 

霜注意報 （略） 

地面現象注意報(※2) （略） 

浸水注意報(※2) （略） 

水防活動の利用に

適合するもの 

水防活動用大雨

注意報(※3) 

（略） 

水防活動用洪水

注意報(※3) 

（略）  
 

 (注) ア  （略） 

イ ※１… 地面現象特別警報はその警報事項を気象特別警報に、浸水警報は

その警報事項を気象警報又は気象特別警報に、それぞれ含めて行わ

れる。地面現象特別警報は、「大雨特別警報（土砂災害）」として発

表される。浸水警報の警報事項を含めて行われる気象特別警報は、

「大雨特別警報（浸水害）」として発表される。 

※２… （略） 

※3… （略） 

 ウ （略） 

洪水注意報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災

害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

次の基準に到達することが予想される場合。 

流域雨量指数基準 碓氷川流域：22 柳瀬川流域：8.6         

増田川流域：11.1 九十九川流域：17.4 秋間川流域：

7.5  後閑川流域：7.6 （削除） 

大雪注意報 （略） 

低温注意報 （略） 

濃霧注意報 （略） 

雷注意報 （略） 

乾燥注意報 （略） 

 なだれ注意報 （略） 

着氷(雪)注意報 （略） 

霜注意報 （略） 

地面現象注意報(※2) （略） 

浸水注意報(※2) （略） 

水防活動の利用に

適合するもの 

水防活動用大雨

注意報(※3) 

（略） 

水防活動用洪水

注意報(※3) 

（略） 

57

、 

58 

2-2-1 (２) 大雨警報・洪水警報の危険度分布（キキクル）等 

警報の危険度分布（キキクル）等の概要 

種  類 概  要 

大雨警報（土砂災害）の

危険度分布 

（土砂キキクル） 

（略） 

大雨警報（浸水害）の危

険度分布 

（浸水キキクル） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

1km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。 

１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時１０分ごとに更新し

(２) 大雨警報・洪水警報の危険度分布（キキクル）等 

警報の危険度分布（キキクル）等の概要 

種  類 概  要 

大雨警報（土砂災害）の

危険度分布 

（土砂キキクル） 

（略） 

大雨警報（浸水害）の危

険度分布 

（浸水キキクル） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１

km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。 

１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時１０分ごとに更新し
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ており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が高

まるかを面的に確認することができる。 

（追加） 

 

洪水警報の危険度分布 

（洪水キキクル） 

（略） 

流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での降

雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示し

た情報。6時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り

込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化

した「流域雨量指数」について、洪水警報等の基準への到達状況に応

じて危険度を色分けし時系列で表示したものを、常時 10分ごとに更

新している。 
 

ており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、危険度が高まってい

る場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警

戒レベル５に相当。 

洪水警報の危険度分布 

（洪水キキクル） 

（略） 

流域雨量指数の予測値 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及び

その他河川）の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険

度の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度

を色分けした時系列で示す情報。６時間先までの雨量分布の予測（降

水短時間予報等）を用いて常時 10 分ごとに更新している。 

 

 

61 2-2-1 ５ 気象情報の伝達系統 

(１) 伝達系統 

（略） 

 
 

５ 気象情報の伝達系統 

(１) 伝達系統 

（略） 
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76 2-2-2 ２ 動員計画 

(１)（略） 

(２) 動員計画 

ア 市長は、あらかじめ配備要員及び参集のための連絡方法等を定めた「安

中市災害時職員初動マニュアル」に従い職員を動員する。 

災害対策本部動員計画表 

部 班 班員 第1号配備 第2号配備 
第3号

配備 

企画政策

部 

秘書班 秘書課全員 
係長以上・広報

担当（部長含む） 

主任以上・広報

担当（部長含

む） 

全  
 

員 

政策・デジタ

ル推進班 

政策・デジタル推

進課全員 
課長 主任以上 

財政班 財政課全員 課長 主任以上 

資産活用班 資産活用課全員 課長 主任以上 

総務部 

総務班 

危機管理課全員 

(事務局職員兼

務) 

全員(部長含む) 
全員 (部長含

む) 

行政班 行政課全員 係長以上 主任以上 

職員班 職員課全員 係長以上 主任以上 

税務班 
税務課全員 課長 主任以上 

収納課全員 課長 主任以上 

市民環境

部 

市民班 市民課全員 課長(部長含む) 
主任以上(部長

含む) 

国保年金

班 
国保年金課全員 課長 主任以上 

環境政策

班 
環境政策課全員 係長以上 全員 

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ班 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ全員 ― 主任以上 

２ 動員計画 

(１)（略） 

(２) 動員計画 

ア 市長は、あらかじめ配備要員及び参集のための連絡方法等を定めた「安

中市災害時職員初動マニュアル」に従い職員を動員する。 

災害対策本部動員計画表 

部 班 班員 第1号配備 第2号配備 
第3号

配備 

企画政策

部 

秘書班 秘書課全員 
係長以上・広報

担当（部長含む） 

主任以上・広報

担当（部長含

む） 

全  
 

員 

政策・デジタ

ル推進班 

政策・デジタル推

進課全員 
課長 主任以上 

財政班 財政課全員 課長 主任以上 

資産活用班 資産活用課全員 課長 主任以上 

総務部 

総務班 

危機管理課全員 

(事務局職員兼

務) 

全員(部長含む) 
全員 (部長含

む) 

行政班 行政課全員 係長以上 主任以上 

職員班 職員課全員 係長以上 主任以上 

税務班 
税務課全員 課長 主任以上 

収納課全員 課長 主任以上 

市民環境

部 

市民班 市民課全員 課長(部長含む) 
主任以上(部長

含む) 

国保年金

班 
国保年金課全員 課長 主任以上 

環境政策

班 
環境政策課全員 係長以上 全員 

ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ班 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ全員 係長以上 全員 

 

        法令(気象業務法等)による通知系統 

        地域防災計画、行政協力、その他による伝達系統 

        気象業務法に基づき公衆に周知するための伝達系統  

        機関相互の合意等に基づく伝達系統 

        気象業務法に基づき気象庁から警報の伝達を受ける機関 

     △  オンライン  

     □  群馬県防災情報通信ネットワークシステム 

     ◇  インターネット防災情報提供システム(注) 

       (注)地域における防災気象情報の利用を促進し、気象災害に 

よる被害の防止・軽減に、より一層貢献するため、インタ

ーネットを活用したシステムにより県市町村や防災関係機

関等に提供している伝達手段である。 

凡例 

 

        法令(気象業務法等)による通知系統 

        地域防災計画、行政協力、その他による伝達系統 

        気象業務法に基づき公衆に周知するための伝達系統  

        機関相互の合意等に基づく伝達系統 

        気象業務法に基づき気象庁から警報の伝達を受ける機関 

     △  オンライン  

     □  群馬県防災情報通信ネットワークシステム 

     ◇  インターネット防災情報提供システム(注) 

       (注)地域における防災気象情報の利用を促進し、気象災害に 

よる被害の防止・軽減に、より一層貢献するため、インタ

ーネットを活用したシステムにより県市町村や防災関係機

関等に提供している伝達手段である。 

凡例 
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（略）     

み り ょ く

創出部 

商工班 商工課全員 課長(部長含む) 主任以上(部長含

む) 
農林班 農林課全員 全員 全員 

観光班 観光課全員 課長 主任以上 

スポーツ班 スポーツ課全員 係長以上 主任以上 

文化財班 文化財課全員 係長以上 主任以上 

まちづく

り部 

土木班 土木課全員 全員(部長含む) 
全員 (部長含

む) 

都市計画班 都市計画課全員 全員 全員 

都市整備

班 
都市整備課全員 全員 全員 

建築住宅

班 
建築住宅課全員 全員 全員 

（略）     

松井田 

支所 

松井田振

興班 

松井田振興課全

員 

全員 (支所長含

む) 

全員(支所長含

む) 

住民福祉

班 
住民福祉課全員 係長以上 全員 

避難 

応援部 

避難所班 

議会事務局全員 係長以上 
主任以上(局長

含む) 

監査委員事務局全

員 
係長以上 主任以上 

農業委員会事務

局全員 
係長以上 主任以上 

会計班 会計課全員 課長 主任以上 

教育部 

教委総務

班 
総務課全員 

係長以上 (部長

含む) 

主任以上(部長

含む) 

学校教育

班 

学校教育課､ 

学校関係職員全

員 

係長以上 主任以上 

生涯学習

班 
生涯学習課全員 係長以上 主任以上 

（略）     
 

（略）     

み り ょ く

創出部 

商工班 商工課全員 課長(部長含む) 主任以上(部長含

む) 
農林班 農林課全員 全員 全員 

観光班 観光課全員 課長 主任以上 

スポーツ班 スポーツ課全員 係長以上 主任以上 

文化財班 文化財課全員 係長以上 主任以上 

まちづく

り部 

土木班 土木課全員 全員(部長含む) 
全員 (部長含

む) 

都市計画班 都市計画課全員 全員 全員 

都市整備

班 
都市整備課全員 全員 全員 

建築住宅

班 
建築住宅課全員 全員 全員 

（略）     

松井田 

支所 

松井田振

興班 

松井田振興課全

員 

全員 (支所長含

む) 

全員(支所長含

む) 

住民福祉

班 
住民福祉課全員 係長以上 全員 

避難 

応援部 

避難所班 

議会事務局全員 係長以上 
主任以上(局長

含む) 

監査委員事務局全

員 
係長以上 主任以上 

農業委員会事務

局全員 
係長以上 主任以上 

会計班 会計課全員 課長 主任以上 

教育部 

教委総務

班 
総務課全員 

係長以上 (部長

含む) 

主任以上(部長

含む) 

学校教育

班 

学校教育課､ 

学校関係職員全

員 

係長以上 主任以上 

生涯学習

班 
生涯学習課全員 係長以上 主任以上 

（略）     

 


